
Future Grip

地域のケアマネジャー向け

介護報酬改定の勉強会

まずは、改定情報の速報を確認せよ！

この度の令和6年能登半島地震で被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げますとともに、
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を

心よりお祈り申し上げます。



Future Grip
・Educarelize Group（ 【学】金子学園 【社】藹藹会 【一社】Future Grip Lab 【株】想 ）

→ Future Grip代表、グループとしても経営戦略室長としても活動

・全国介護事業者連盟 栃木県支部事務局長（介護福祉兼務）

・ C-MAS 介護事業経営研究会 スペシャリスト、小濱介護経営事務所 チーフコンサルタント

・マイナビ主催「ケアサポネット」プロジェクトメンバー 等、その他、一般企業の理事や幹事も務める

栃木県出身。高校までは野球に没頭し、大学では教員免許を取得、4年間日本の観光地では有名である浅草にて

人力車のアルバイトを行い、何千組のお客様を案内してきた。

大学卒業後、ヘルスケア業界に強いコンサルティング会社、日本経営の門を叩き、一貫して介護福祉に特化した経営コンサルティングを展開し、全国700

件行脚。介護福祉施設をメインに地域性を理解した経営支援を行い、全国の事業所をサポートしている。支援実績190件。 ２ヶ月で10名の看護師応

募を達成した事例や、短期間で介護職を充足させた等、独自のマーケティング理論で収益改善など増収や採用支援のプロデュース。「地域一番の施設

に」「うまくいっている時こそ積極的に次の仕掛けを！」を合言葉に顧客のことばかりを考える日々を送る。その後グループに戻りながら新規事業の企画・開

発、仕組みづくり、次世代育成ツール「エフジーラボ」の開発を行い、現在に至る。

■その他

・ コロナウイルス感染症により全国の介護福祉事業所向けの「感染対策マニュアル」の作成

・ 130拠点ある法人グループのBCP（事業継続計画）策定、職員4000人規模のグループ事業計画策定

■講演実績

茨城・栃木・埼玉社会福祉協議会、エクサホームケア、Cannon、リコーサービス、各種銀行、船井総研

MMPG（メディカル・マネジメント・プランニング・グループ）、HMS 他講演実績あり

プロフィール紹介 山村 樹（Itsuki Yamamura）

✆:090-8028-4379 :Itsuki.y@future-grip.com colum:☞
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令和６年度介護報酬改定に関する審議報告の概要



Future Grip

改定率！プラスだけど、、、

ウハウハしてられない！

令和6年度介護報酬改定率（案）

プラス   2.04％

本体 0.61％

処遇改善  0.98％（6月施行）

計  1.59%

施設光熱費等  0.45％
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居宅介護支援＿報酬単価の差異

居宅介護支援費（Ⅰ）
・居宅介護支援費（Ⅱ）を算定していな
い事業所 改定前 改定後 差異

居宅介護支援費（Ⅱ）
・指定居宅サービス事業者等との間で居宅
サービス計画に係るデータを電子的に送受
信するためのシステムの活用及び事務職員
の配置を行っている事業所

改定前 改定後 差異

○居宅介護支援（ⅰ） ○居宅介護支援（ⅰ）

要介護１又は２ 1,076 1,086 10 要介護１又は２ 1,076 1,086 10

要介護３、４又は５ 1,398 1,411 13 要介護３、４又は５ 1,398 1,411 13

○居宅介護支援（ⅱ） 改定前 改定後 差異 ○居宅介護支援（ⅱ） 改定前 改定後 差異

要介護１又は２ 539 544 5 要介護１又は２ 522 527 5

要介護３、４又は５ 698 704 6 要介護３、４又は５ 677 683 6

○居宅介護支援（ⅲ） 改定前 改定後 差異 ○居宅介護支援（ⅲ） 改定前 改定後 差異

要介護１又は２ 323 326 3 要介護１又は２ 313 316 3

要介護３、４又は５ 418 422 4 要介護３、４又は５ 406 410 4

介護予防支援費 改定前 改定後 差異

地域包括支援センターが行う場合 438 442 4

指定居宅介護支援事業所が行う場合 新規 472 ー
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各サービスごとの論点整理

居宅介護支援

• 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

• 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い（予防のみ）

• 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

• 入院時情報連携加算の見直し

• 通院時情報連携加算の見直し

• ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

• 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

• 高齢者虐待防止の推進、身体的拘束等の適正化の推進

• ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

• テレワークの取扱い

• 公正中立性の確保のための取組の見直し介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

• 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

• 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

• 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算

の対象地域の明確化

• 特別地域加算の対象地域の見直し



Future Grip

令和６年度介護報酬改定に関する審議報告の概要
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（１）質の高い公正中立なケアマネジメント

①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

【居宅介護支援】

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。

ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、

障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参

加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。

イ (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や

地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼

務が可能である旨を明確化する。

ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を

削除する。

エ 介護支援専門員が取り扱う一人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直し（３.

（３）⑮）を踏まえた対応を行う。
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１.（１）① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し①
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（１）質の高い公正中立なケアマネジメント
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１.（１）①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し②
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（１）質の高い公正中立なケアマネジメント

②居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

【介護予防支援】

令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護 予防支援を実施できるように

なることから、以下のとおり見直しを行う。

ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報 提供することを運営基準上義

務づけることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。

イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。

ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業

者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを

可能とする。

ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合

（指定居宅介護支援事業者である指定介護 予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予

防支援事業所の管理に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。

ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等

に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（１）質の高い公正中立なケアマネジメント

③他のサービス事業所との連携によるモニタリング

【居宅介護支援、介護予防支援】

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の

観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリン

グを可能とする見直しを行う。

ア 利用者の同意を得ること。

イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意

を得ていること。

ⅰ 利用者の状態が安定していること。

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合も含

む） 。

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者

との連携により情報を収集すること。

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（３）医療と介護の連携の推進

⑨退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療

機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、

医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価する新たな加算を設ける。

⑩入院時情報連携加算の見直し【居宅介護支援】

入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後３日以内又

は入院後７日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当日中

又は入院後３日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しを行う。

⑪通院時情報連携加算の見直し【居宅介護支援】

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上

でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利

用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする。
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１.（３）⑩ 入院時情報連携加算の見直し
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（４）看取りへの対応強化

⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

【居宅介護支援】

ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている方の意向を尊重する観点から、人生の最終

段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定し

ないこととする。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件につい

ても見直しを行う。

⑦介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し

【介護老人保健施設】

介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養22支援を行う施設における看取りへの対応

を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前 31 日以上 45 日以下の区分の評価を見直し、死亡

日の前日及び前々日並びに死亡日の区分等への重点化を図る。

⑧介護医療院における看取りへの対応の充実

【介護医療院】

本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定要件及び施

設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、入所者全員に対して「人生の最終段階における医療・ケアの

決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。



Future Grip

１.（４）⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（５）感染症や災害への対応力向上

④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

【全サービス（居宅療養管理指導★を除く）】

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を

構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害

のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。

その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及

びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合

には、減算を適用しないこととする。

なお、訪問系サービス、居宅介護支援については、令和３年度介護報酬改定において感染症

の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もないこと及び非常災害

に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和７年３月 31 日までの

間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、減算を適用しないこととする。
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（６）高齢者虐待防止、安全性の確保等の取組の推進

①高齢者虐待防止の推進

【全サービス（居宅療養管理指導★、福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★を除く）】

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者

（居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生

又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開

催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、基本報酬

を減算する。その際、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、そのサービス提供の

態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3 年間の経過措置期間を設けることとする。

また、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対

策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家

族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化する。
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感染症や災害への対応力向上
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高齢者虐待防止の推進
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１.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

（６）高齢者虐待防止、安全性の確保等の取組の推進

②身体的拘束等の適正化の推進

【全サービス（施設系サービス、居住系サービス★を除く）】

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 短期入所系サービス、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置

（委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務づける。また、身体的拘束等

の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の

経過措置期間を設けることとする。

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援につ

いて、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づ

ける。
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１.（６）② 身体的拘束等の適正化の推進②
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令和６年度介護報酬改定に関する審議報告の概要
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２．自立支援・重度化防止に向けた対応

（１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

⑫ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

【居宅介護支援、介護予防支援、（訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★）】

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援

専門員が居宅サービス計画書に通所・訪問リハビリテーションを位置づける際に意見を求める

こととされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。

⑬介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

【介護老人保健施設】

短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを推進する観点

から、以下の取組を評価する新たな区分を設ける。

ア 原則として入所時及び月１回以上 ADL 等の評価を行った上で、必要に応じてリハビリテー

ション実施計画を見直していること。

イ アにおいて評価した ADL 等のデータについて、LIFE を用いて提出し、必要に応じて提出

した情報を活用していること。また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促

進する観点から、評価の見直しを行う。
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３．良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

（３）効率的なサービス提供の推進

⑮介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）【居宅介護支援】

居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業

務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。

ア 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改

めるとともに、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「40 以上 60未

満」を「45 以上 60 未満」に改める。

イ 居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、

事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数につ

いて、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数に

ついて、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未満」に改める。

ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を

受ける利用者数については、３分の１を乗じて件数に加えることとする。
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３．良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

（３）効率的なサービス提供の推進

⑯介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）【居宅介護支援】

基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ご

とに１以上の員数の常勤の介護支援専門員を置くことが必要となる人員基準につい

て、以下の見直しを行う。

ア 原則 、 要介護者の数に要支援者の数に １ ／３ を乗じた数を加えた数が 44 又

はその端数を増すごとに１とする 。

イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サー

ビス計画に係るデータを電子的に送受信するための 公益社団法人国民健康保険中央

会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、 要介護者

の数に要支援者の数に １／３ を乗じた数を加えた数が 49 又はその端数を増すご

とに１とする 。
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４．制度の安定性・持続可能性の確保

（１）評価の適正化・重点化

⑧同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

【居宅介護支援】

介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介

護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、

複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえ

た評価となるよう見直しを行う。

⑨多床室の室料負担（P）

（※）これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
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評価の適正化・重点化
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お問い合わせ

山村 樹（やまむら いつき）

 電話番号 ：090-8028-4379

 メール  ：Itsuki.y@future-grip.com

■所属

・ Educarealize Group 経営企画室長、Future Grip代表

（学校法人金子学園、社会福祉法人藹藹会、一般社団法人Future Grip、株式会社想）

・ C-MAS介護事業経営研究会、医療介護経営研究会（C−SR） スペシャリスト

・小濱介護経営事務所 チーフコンサルタント

・全国介護事業者連盟栃木県支部 事務局長（介護障害福祉 兼務）

・マイナビ主催「ケアサポネット」プロジェクトメンバー 等

・その他複数の企業さまの外部パートナーとして活動中

■ブログ

mailto:Itsuki.y@future-grip.com
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